
平 成 ２３ 年 度 第 １ 回 

宇 都 宮 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 

会  議  次  第 

                       日 時  平成２３年 ７月２８日（木） 

                    午後３時００分～ 

                会 場  宇都宮市役所１４階 
                  １４Ａ会議室               

    

 

 

１ 開  会 

 

 （１） 委員紹介 

 （２） 事務局紹介 

 （３） 仮議長選出 

 

２ 議 事 

 

（１） 議案第1号 

・ 宇都宮市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出について 

 

（２） 報告事項 

     ・ 報告第１号  平成２２年度 国民健康保険特別会計の決算状況（見込み）について 

    ・ 報告第２号  平成２３年度 国民健康保険税の賦課状況について 

     

 （３） 市長からの諮問について 

     

 （４） その他 

 

３ 閉  会 



宇都宮市国民健康保険運営協議会委員名簿

平成２３年７月１日現在

委　員　種　別 氏　　　　名 役　　職　　等
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荒 川 恒 男 〃

藤 井 弘 一 〃

山 口 ゆ り え 市 商 工 会 議 所 青 年 部 会 員

鹿 野 順 子 〃 女 性 部 会 員

吉 田 利 夫 市 農 業 委 員 会 会 長 職 務 代 理 者

相 場 カ ツ 子 市 農 業 委 員 会 委 員

稲 野 秀 孝 市 医 師 会 会 長

吉 田 良 二 市 医 師 会 副 会 長

齋 藤 公 司 〃

菊 池 進 一 〃

小 林 豊 市 歯 科 医 師 会 会 長

菊 地 善 郎 市 歯 科 医 師 会 副 会 長

廣 田 孝 之 市 薬 剤 師 会 理 事

斉 藤 さ ち こ 市 議 会 議 員

福 田 智 恵 〃

角 田 和 之 〃

中 山 勝 二 〃

岡 地 和 男
市 社 会 福 祉 協 議 会
事 務 局 長

鈴 木 逸 朗 市民生委員児童委 員協 議会 会長

山 口 裕
宇 都 宮 人 権 擁 護 委 員 協 議 会
宇 都 宮 部 会 委 員

野 中 貞 明
栃 木 県 ト ラ ッ ク 健 康
保 険 組 合 常 務 理 事

手 塚 寛 文
全 国 健 康 保 険 協 会 栃 木 支 部
業 務 部 長

直 井 茂
栃 木 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合
事 務 局 長

第 ３ 号 委 員

公 益 代 表

第 ４ 号 委 員

被用者保険等
保 険 者 代 表

第 １ 号 委 員

被保険者代表

第 ２ 号 委 員

保 険 医 ・
保 険 薬 剤 師
代 表



 
 

事 務 局 名 簿 
 
 

氏   名 役   職 

手 塚  英 和 保健福祉部長 

川 中 子  武 保 保健福祉部次長 

横 山 恭 久 保健福祉部保健福祉総務課総務担当主幹 

水 沼  行 博 保健福祉部保険年金課長 

本 澤 利 明 保健福祉部保険年金課長補佐 

野 沢  努 保険年金課管理グループ係長 

佐 藤  雅 俊 保険年金課国保給付グループ係長 

鈴 木  信 晴 保険年金課国保税グループ係長 

阿 部  宏 之 保険年金課収納グループ係長 

中 村  正 基 保険年金課滞納整理グループ係長 

吉 井  貴 久 保険年金課管理グループ総括主査 

高 橋  聰 保険年金課国保給付グループ総括主査 

髙 橋  英 之 保険年金課国保税グループ総括主査 

古 川  信 也 保険年金課収納グループ総括主査 

佐 野  直 子 保険年金課滞納整理グループ総括主査 
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議案第 1号 
  宇都宮市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 《 参考 》 
 国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出方法 

 
○ 国民健康保険法施行令 

第 ５条  協議会に，会長１人を置き，公益を代表する委員のうちから，全委員がこ 

       れを選挙する。 

２   会長に事故があるときは，前項の規定に準じて選挙された委員が，その職 

務を代行する。 

 
○ 宇都宮市国民健康保険規則 

第１５条  協議会の会長及び会長職務代理者の選挙は，無記名投票をもって行い， 

有効投票の最多数をもって当選人とする． 

２      当選人を定めるに当たって得票数が同じであるときは，くじで定める。 

３      委員中異議がないときは，第 1項の選挙に代えて指名推薦の方法を用い 

ることができる。 

 

 

議案第 1号 



報告第１号
 平成２２年度　　国民健康保険特別会計の決算状況（見込み）について

予 算 現 額（円） 決算見込額（円） 対予算現額割　　　合 前年度決算額（円） 対前年度
決算額割合

調 定 額（円） 収入済額（円）
還付未済額（円）

(再掲)
不納欠損額（円） 収入未済額（円） 収納率（％）

前年度収
納率（％）

対前年
（％）

現年度分 13,121,020,563 10,993,664,309 15,189,617 30,164,600 2,112,381,271 83.67 83.29 0.38

過年度分 4,494,911,564 1,122,290,707 2,793,341 1,002,685,434 2,372,728,764 24.91 27.46 -2.55

合　計 17,615,932,127 12,115,955,016 17,982,958 1,032,850,034 4,485,110,035 68.68 70.00 -1.32

4,000 0 0.0% 0 -

11,364,828,000 11,477,778,064 101.0% 10,925,647,982 105.1%

財 政 調 整 交 付 金 1,780,000,000 2,040,025,000 114.6% 1,729,161,600 118.0%

高額医療費共同事業負担金 213,504,000 213,504,743 100.0% 185,351,155 115.2% 高額医療共同事業拠出金に対する国からの負担金。拠出額の１／４

特定健康診査・特定保健指導負担金 49,042,000 40,219,000 82.0% 24,001,000 167.6% 特定健康診査・特定保健指導事業費に対する国からの負担金。健診費用の１／３

介護従事者処遇改善臨時特例交付金 19,147,000 20,683,869 108.0% 38,294,766 54.0%

出 産 育 児 一 時 金 補 助 金 16,060,000 15,000,000 93.4% 6,340,000 236.6%

2,269,266,000 2,632,087,350 116.0% 2,154,224,809 122.2% 退職被保険者分の保険給付費から退職被保険者の税収額を控除した額が社会保険診療報酬支払基金から交付

8,574,276,000 8,767,689,357 102.3% 8,039,205,355 109.1% 前期高齢者の各保険者間の偏在による負担の不均衡を調整するため社会保険診療報酬支払基金から交付

2,234,642,000 2,037,748,743 91.2% 2,102,953,758 96.9%

高額医療費共同事業負担金 213,504,000 213,504,743 100.0% 185,351,155 115.2% 高額医療共同事業拠出金に対する県からの負担金。拠出額の１／４

特定健康診査・特定保健指導負担金 49,042,000 40,219,000 82.0% 24,001,000 167.6% 特定健康診査・特定保健指導事業費に対する県からの負担金。健診費用の１／３

財 政 調 整 交 付 金 1,972,096,000 1,784,025,000 90.5% 1,885,580,000 94.6%

福 祉 対 策 費 補 助 金 0 0 - 8,021,603 皆減 県負担の福祉医療を実施するうえで，支払方法を現物給付による国庫負担金減額分の１／２の補助

893,890,000 895,172,895 100.1% 817,309,357 109.5% １件の給付費が８０万円を超える場合，その５９％が国保連合会から交付

4,011,201,000 4,011,201,421 100.0% 3,953,750,908 101.5% １件の給付費が３０万円を超える場合，その５９％が国保連合会から交付

806,000 481,122 59.7% 759,390 63.4% 国民健康保険給付基金運用利子

3,996,888,000 3,093,934,348 77.4% 3,250,308,434 95.2%

基 盤 安 定 繰 入 金 1,578,219,000 1,578,219,348 100.0% 1,411,193,434 111.8% 一般被保険者に係る保険税軽減に対する補填（県３／４，市１／４）＋保険者支援分（国１／２，県１／４，市１／４）

そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 2,418,668,000 1,515,715,000 62.7% 1,839,115,000 82.4% 職員給与費，一般事務費，任意の繰入等

基 金 繰 入 金 1,000 0 0.0% 0 -

34,828,820 34,828,059 100.0% 2,896,141 1202.6%

132,806,000 146,737,378 110.5% 160,156,906 91.6% 延滞金，徴収金収入等

46,371,587,820 45,213,613,753 97.5% 44,297,103,591 102.1%
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県　　支　　出　　金

12,889,890,551

8,942,499,461療 養 給 付 費 等 負 担 金

前 期 高 齢 者 交 付 金

94.2%

療 養 給 付 費 等 交 付 金

国　庫　支　出　金

9,287,075,000 9,148,345,452

市町村間の国保財政力の不均衡を調整するための交付金（一般被保険者分保険給付費の９％相当を国において予算措置）

98.5%

一般被保険者分の保険給付費，老人保健拠出金，後期高齢者支援金及び介護納付金等の３４％
　　療養給付費分　　　　　　　　　６，５０２，１５９，２４３　円
　　老人保健拠出金分　　　　　　　　　２１，２９７，１９０　円
　　後期高齢者支援金分　　 　　１，７４０，２２４，３２８　円
　　介護納付金分　　　　　　　　　　　８８４，６６４，６９１　円

市町村間の国保財政力の不均衡を調整するための交付金

諸　　　 収 　　　入

保険財政共同安定化事業交付金

摘　　　　　　　　要

計

区　　　　分

一　部　負　担　金

国 民 健 康 保 険 税 12,858,152,000 12,115,955,016

介護従事者の処遇改善を図るため，平成２１年度に行われた介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑
制するための交付金。平成２１年度は全額相当，平成２２年度は半額相当を軽減措置として交付。

平成２１年１０月～平成２３年３月までの出産分について，出産育児一時金を４万円引き上げし，引き上げ分の半
額が国から補助金として交付

94.0%

歳　　　　　　入

102.3%

高額医療費共同事業交付金

財　　産　　収　　入

繰　　　 入 　　　金

繰　　　 越 　　　金

報告第1号



予 算 現 額（円） 決算見込額（円） 対予算現額割　　　合
前年度決算額（円） 対前年度

決算額割合
644,271,820 609,738,905 94.6% 592,911,205 102.8% 職員給与費，一般事務費，徴税費，運営協議会費等

31,721,640,000 30,939,281,746 97.5% 29,891,829,251 103.5%

療 養 給 付 費 27,744,853,000 27,089,854,891 97.6% 26,356,179,614 102.8% 医療処置，手術などの治療に要する費用の国保負担分 1人当たり

療 養 費 456,550,000 442,226,738 96.9% 430,552,442 102.7% いったん医療費を全額支払い，後日申請により払い戻すもの 1人当たり

審 査 支 払 手 数 料 120,047,000 115,930,634 96.6% 114,814,767 101.0% 診療報酬明細書（レセプト）審査及び医療費の支払業務委託料（国保連合会に委託）

高 額 療 養 費 3,027,182,000 2,954,002,643 97.6% 2,691,576,438 109.7%

移 送 費 400,000 0 0.0% 0 -

出 産 育 児 一 時 金 336,450,000 301,140,000 89.5% 265,710,000 113.3%

支 払 手 数 料 158,000 126,840 80.3% 45,990 275.8%

葬 祭 費 36,000,000 36,000,000 100.0% 32,950,000 109.3% 被保険者が死亡した場合，１人につき５万円を支給

5,490,387,000 5,490,164,097 100.0% 6,108,380,010 89.9% 保険者から，後期高齢者医療制度への支援金

17,281,000 9,574,598 55.4% 17,368,531 55.1% 保険者から，前期高齢者に係る財政調整制度への納付金

304,132,000 77,566,036 25.5% 329,254,141 23.6% 保険者から，旧老人保健制度への拠出金

医 療 費 303,533,000 77,195,399 25.4% 328,817,084 23.5%

事 務 費 599,000 370,637 61.9% 437,057 84.8%

2,601,955,000 2,601,954,974 100.0% 2,429,640,641 107.1% 保険者から，介護保険制度への納付金

4,941,924,000 4,941,922,719 100.0% 4,577,906,830 108.0% 高額な医療費に備えて，県内市町で実施している再保険制度への掛金

806,000 481,122 59.7% 759,390 63.4% 国民健康保険給付基金の運用益の同基金への積立金

3,000,000 0 0.0% 0 -

46,371,587,820 45,206,667,433 97.5% 44,262,275,532 102.1%

歳　　入　　額 45,213,613,753 円 44,297,103,591 円
歳　　出　　額 45,206,667,433 円 44,262,275,532 円
差　　引　　額 6,946,320 円　（次年度へ繰越） 34,828,059 円　（次年度へ繰越）
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130,973,405

出産育児一時金の直接支払制度（医療機関が被保険者との代理契約により出産育児一時金を受け取ることがで
きる制度）に係る手数料（平成２１年１０月から）

被保険者が出産した場合，１人につき出産日が平成２１年１月１日～９月３０日は３８万円，平成２１年１０月１日以降
は４２万円を支給（産科医療補償制度の対象でない場合，それぞれ３５万，３９万）

　
　　健康診査費　　　　　　　　 　　　24,243,240 円
　　　　人間ドック補助　　　　　　　　　　2,088 件
　　　　脳ドック補助　　　　 　　　　 　    336 件

329,074,000 327,839,219 99.6%

過年度分国庫補助金返還金等　　　　　　                　　　　  258,958,222 円

保険税還付金　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　64,806,299 円

還付加算金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,074,698 円

１カ月の医療費の患者負担が，一定額（７０歳未満の標準世帯で80,100円）を超えた場合，その超えた額の全額を
支給

<主な費用>
特定健康診査等事業費　　　150,303,805 円
　　個別健診　　　　　　　　　　9,406 人
　　集団健診　　　　　　　　 　11,978 人
健康指導費　　　　　　　　 33,571,222 円
　　医療費通知送付（年６回）  371,006 件
健康づくり啓発活動費　　　   　25,750 円
    パンフレット作成等

１９４，７９７円

317,117,000 208,144,017 65.6%

　　３，１８０円

183,252,128

計

摘　　　　　　　　要

保 険 給 付 費

介 護 納 付 金

共 同 事 業 拠 出 金

基 金 積 立 金

区　　　　分

老 人 保 健 拠 出 金

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

保 健 事 業 費

総 務 費

予 備 費

諸 支 出 金

84.8%

84.8%

歳　　　　　　出

前 期 高 齢 者 納 付 金 等







 - 4 -

報告第２号 
  平成２３年度国民健康保険税の賦課状況について 
 
１ 当初賦課の状況（全体分）          

※ 応能・応益割合は,医療保険分の一般被保険者分の割合 
 
２ 軽減額の内訳 

 
３  税率と課税限度額 

医療保険分 後期高齢者支援金分 介 護 保 険 分 
（40歳以上 65歳未満） 区 分 

23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 

所得割   6.00 ％   6.00 ％   2.35 ％   2.35 ％   2.05 ％   2.05 ％ 

均等割 23,300 円 23,300 円 8,200 円 8,200 円 8,200 円 8,200 円 

平等割 20,000 円 20,000 円 7,000 円 7,000 円 6,900 円 6,900 円 

課税限 
度 額 500,000 円 470,000 円 130,000 円 120,000 円  100,000 円  100,000 円 

 

区    分 ２３  年  度 ２２ 年  度 
世  帯  数  ８０，２２０ 世帯         ７９，４００ 世帯
被 保 険 者 数    １４０，５０７  人 １４０，２２３   人

応 能 
49.1％ 

所得割 ① ７，１８３，１９２ 千円 ７，２３７，４１８ 千円

均等割 ② ４，８３６，９０５ 千円  ４，８２８，１５６ 千円応 益 
50.9％ 平等割 ③ ２，４３８，４４２ 千円  ２，４１４，１２１ 千円

賦 課 額 計   
(①＋②＋③)      Ａ １４，４５８，５３９ 千円  １４，４７９，６９５ 千円

軽 減 額      Ｂ １，２９３，９７３ 千円 １，２６１，０５８ 千円

課  税  額（Ａ－Ｂ） １３，１６４，５６６ 千円 １３，２１８，６３７ 千円

１世帯当り課税額 １６４，１０６  円 １６６，４８２  円

１人当り課税額 ９３，６９３  円 ９４，２６９  円

２３  年  度 ２２  年  度 
区   分 

世   帯 金   額 世   帯 金   額 

７割 軽 減 17,561 世帯 958,716 千円 17,148  世帯 935,528  千円 

５割 軽 減 3,050  世帯 170,870 千円 2,974  世帯 166,377  千円 

２割 軽 減 8,924  世帯 164,387 千円 8,576  世帯 159,153  千円 

合   計 29,535  世帯 1,293,973 千円 28,698  世帯 1,261,058  千円 

報告第２号 
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東日本大震災で被災した国民健康保険被保険者への対応について 

 
１ 一部負担金及び保険税の減免 
   国民健康保険では，災害の被災者に対して，一部負担金（医療機関での支払い）や国民健康保
険税を減免する措置がとられている。 

 
２ 国の対応 
   国は東日本大震災の被災状況の甚大さから，一部負担金などの取扱いについて基準を示すとと
もに，減免した金額については財政支援（国庫補助）を講じている。 

 
  一部負担金の免除及び保険税の減免 
ア 対象及び減免の割合 

減免の割合 
対  象 

一部負担金 保険税 
全壊，全焼 全部 全部 住宅の 
半壊，半焼等 全部 2 分の１ 
死亡，重篤な傷病等 全部 全部 
事業の廃止，失業等 全部 全部 

主たる生計
維持者の 

収入の減少 
(前年の収入の 10分の 3以上等) 

 全部， 
10分の8～10分の2 

原子力災害対策特別措置法等に基づく避難 全部 全部 
  イ 期間 
   ・ 一部負担金  平成２４年２月２９日まで 
   ・ 保険税    平成２２年度分，平成２３年度分 

   （納期限が平成２３年３月１１日から平成２４年３月３１日まで） 
  ウ 保険者への支援措置 
   減免額の１０分の８＝災害臨時特例補助金  １０分の２＝特別調整交付金 
 
３ 本市の状況 
   減免の状況                        （7月 22 日現在） 

保 険 税 
申請及び結果 一部負担金 

全額免除 減額 

申請（徴収猶予） ７０件 １１４件        

認定 ４８件 １８件 ９６件 
却下 １件 ０件 ０件 
調査中 １９件 ０件 ０件 
他の健康保険該当 ２件 ０件 ０件 

  ※一部負担金については，医療機関において徴収猶予となった後，保険者が免除について判定 
 
   免除証明書（一部負担金）交付の状況 （7月 22 日現在） 

交付事由 交付人数 
住宅の全半壊等 ２４４人 
生計維持者の事業の廃止，失業等 ４人 
原子力発電所の事故による避難 １０人 

計 ２５８人 
※一部負担金の免除については，７月１日から医療機関の窓口での免除証明書の提示が必要 

その他 
（４）その他 
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《 参考 》 
宇都宮市国民健康保険運営協議会に関する条例及び規則（抜粋） 
 
 

○宇都宮市国民健康保険条例 
 

第 1 章 本市が行う国民健康保険 
(本市が行う国民健康保険) 
第 1 条 本市が行う国民健康保険については，法令に定があるもの
のほか，この条例の定めるところによる。 

第 2 章 国民健康保険運営協議会 
(国民健康保険運営協議会の委員の定数) 
第 2 条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員
の定数は，次の各号に定めるところによる。 
(1) 被保険者を代表する委員 7 人 
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 7 人 
(3) 公益を代表する委員 7 人 
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3 人 
(昭 60 条例 20・平 6 条例 38・一部改正) 
(規則への委任) 
第 3 条 前条に定めるもののほか，協議会に関して必要な事項は，
規則で定める。  
 
 

○宇都宮市国民健康保険規則 
 

第 1 章 国民健康保険運営協議会  
第 1 節 諮問及び意見の提出  

(諮問 ) 
第 1 条 本市の国民健康保険運営協議会 (以下「協議会」という。 )
は，国民健康保険の運営に関する重要事項について市長から諮問が
あつたときは，審議して答申しなければならない。  
(意見の提出 ) 
第 2 条 協議会は，本市国民健康保険の運営について必要があると
認めるときは，審議して市長に意見を提出することができる。  
(昭 51 規則 47・一部改正 ) 
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(答申及び意見の提出方法) 
第 3 条 諮問に対する答申又は意見の提出は，文書をもつてしなけ
ればならない。 
(昭 51 規則 47・全改) 

第 2 節 会議 
(招集) 
第 4 条 協議会は，会長が招集し，会議の議長となる。ただし，協
議会が設置されて最初に行われる会議又は会長及び会長職務代理者
がともに欠けた場合における会議においては，年長の委員が臨時に
会議の議長の職務を行う。 
第 5 条 協議会の招集は，委員に対する告知により行う。 
2 前項の告知には，招集の日時，場所及び議題を付記しなければなら
ない。 
第 6 条 会長及び会長職務代理者がともに欠けた場合における協議
会の招集は，市長が行う。 
(委員の欠席届) 
第 7 条 協議会に出席することができない事情がある委員は，開会
時刻前に会長にその旨を届け出なければならない。 
(昭 62 規則 41・一部改正) 
(会議の定足数) 
第 8 条 協議会は，委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会
議を開くことができない。 
(昭 51 規則 47・一部改正) 
(表決) 
第 9 条 協議会の議事は，出席委員の過半数をもつてこれを決する。
可否同数のときは，議長の決するところによる。 
2 前項の場合において議長は，委員として議決に加わる権利を有しな
い。 
(会議) 
第 10 条 協議会は，市長から諮問があつたとき，その他必要がある
と認めるときに開催するものとする。 
(昭 51 規則 47・一部改正) 
第 11 条 協議会の委員 7 人以上の者から会議に付議すべき事件を示
して会議の招集の請求があるときは，会長はこれを招集しなければ
ならない。 
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(関係職員等の出席) 
第 12 条 協議会は，必要があると認めるときは関係職員等の出席を
求めて説明又は意見を聴くことができる。 
(昭 51 規則 47・昭 62 規則 41・一部改正) 
(会議録) 
第 13 条 会長は，書記をして会議録を調整させなければならない。 
2 会議録には，すべての議事の状況を記載しなければならない。 
3 会議録には，議事のほか開会及び閉会の年月日，時間，出席委員の
氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。 
4 会議録に署名すべき委員は，議長のほか委員 2 人とし，会議の始め
に議長が会議に諮つてこれを定める。 
5 会議録は，会議終了後速やかに調整しなければならない。 
(昭 62 規則 41・一部改正) 
(準用規定) 
第 14 条 本章に規定するもののほか，協議会の開閉，議案の審議等
の議事に関しては，本市の議会の会議の一般の例による。 

第 3 節 会長及び会長職務代理者 
(会長及び会長職務代理者の選挙) 
第 15 条 協議会の会長及び会長職務代理者の選挙は，無記名投票を
もつて行い，有効投票の最多数をもつて当選人とする。 
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは，くじで定める。 
3 委員中異議がないときは，第 1 項の選挙に代えて指名推薦の方法を
用いることができる。 
(昭 51 規則 47・昭 62 規則 41・一部改正) 
第 16 条 会長がその職務を辞したとき，又は委員を退職したとき，
その他会長が欠けるに至つたときは，速やかに会長の選挙を行わな
ければならない。 
(昭 51 規則 47・昭 62 規則 41・一部改正) 
(会長等の任期) 
第 17 条 会長及び会長職務代理者の任期は，委員の任期による。 
(会長の職務) 
第 18 条 会長は，協議会の会務を総理し，協議会を代表する。 

第 4 節 書記 
(書記) 
第 19 条 協議会に書記若干人を置き，市職員の中から市長が任命す
る。 
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(昭 37 規則 34・全改) 
(書記の職務) 
第 20 条 書記は，会長の命を受けて協議会の庶務をつかさどる。 
(昭 62 規則 41・一部改正) 

第 5 節 雑則 
(昭 62 規則 41・改称) 
(公印) 
第 21 条 会長の公印及びその取扱いは，宇都宮市公印規則(昭和 36
年規則第 38 号)の定めるところによる。 
(昭 36 規則 38・全改，昭 62 規則 41・一部改正) 
(委員台帳の作成) 
第 22 条 委員の任期，職，氏名，種別等は，宇都宮市国民健康保険
運営協議会委員台帳に登載しておかなければならない。 
(昭 51 規則 47・昭 62 規則 41・一部改正) 
(委任) 
第 23 条 この章に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事
項は，別に定める。 



  

平成２３年度国民健康保険運営協議会の開催予定 

 

 
日 程 時間 開催場所 

第１回 ７月２８日（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

市役所１４階 １４Ａ会議室 

第２回 ８月１１日（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

市役所議会棟３階 
第２委員会室 

第３回 ８月２５日（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

市役所１４階 １４大会議室 

第４回 １０月上旬（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

 

第５回 １１月中旬（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

 

第６回 ２月下旬（木） 
午後３時～ 
 ４時３０分 

 

 

※ 第４回以降の日程については，決まり次第お知らせいたします。 


